
１　総括

(1)　人件費の状況（普通会計決算）

(2)　職員給与費の状況（普通会計決算）

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

（注） 個人情報保護の観点から、対象となる職員が少数の場合は（＊）としていま
す。その他対象となる職員がない欄については（ー）としています。

菊池広域連合の給与・定員管理等について

　人事行政の運営の状況について、菊池広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基
づき、令和元年度の状況を公表します。

区分
歳出額 実質収支 人件費 人件費率

Ａ Ｂ

Ｂ　計

Ｂ／Ａ

元年度
千円 千円 千円 ％

2,594,497 42,193 1,481,513 57.1

184,330 270,731 1,116,421 5,582
（注）１ 職員手当には退職手当を含まない。

B/A

元年度
人 千円 千円 千円 千円 千円

200 661,360

区分
職員数 給与費 (参考)一人

当たり給与Ａ
給料 職員手当

期末・勤勉
手当

2 職員数は、平成31年4月1日現在の人数である。
3 給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の

給与費が含まれており、職員数には当該職員を含んでいない。

(1)職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和2年4月1日現在）

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

一般行政部門
歳 円 円

41.3 301,080 335,120

消防部門
歳 円 円

37.3 271,169 322,482

一般行政職
大学卒

円
182,200

高校卒
円

150,600

（注）１ 　「平均給料月額」とは、令和2年4月1日現在における各職種ごとの職員の基
本給の平均である。

2 　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住
居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、
地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。

(2)　職員の初任給の状況（令和2年4月1日現在）
区分 菊池広域連合

- -

(3)　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和2年4月1日現在）

区分 経験年数10年 経験年数20年 経験年数25年 経験年数30年

高校卒
円 円 円 円

214,800 294,300 335,650 ＊

一般行政職
大学卒

円 円 円 円
235,300 -



３　一般行政職の級別職員数等の状況

菊池広域連合の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。
標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

(2)　昇給への勤務成績の反映状況

４　職員の手当の状況

(1)　期末手当・勤勉手当

(    )内は、再任用職員に係る支給割合である。

○勤勉手当への勤務成績の反映状況（一般行政職）

　 ※　支給対象職員はありません。

(1)　一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和2年4月1日現在）

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比
１号給の給

料月額
最高号給の
給料月額

1級 主事・技師、消防副士長・消防士
人  ％  円 円
59 29.1 146,100 247,600

2級
参事・主任、主事・技師、消防士長・消防副
士長

人  ％  円 円
37 18.2 195,500 304,200

3級 係長・参事、消防司令補・消防士長
人  ％  円 円
46 22.7 231,500 350,000

4級 主幹、係長、消防司令・消防司令補
人  ％  円 円
21 10.3 264,200 381,000

5級
副署長、署の課長・課長補佐、主幹、消防
司令長・消防司令

人  ％  円 円
29 14.3 289,700 393,000

6級
次長、課長・署長、副署長、消防監・消防
司令長

人  ％  円 円
10 4.9 319,200 410,200

7級
事務局長・消防長、次長、消防正監・消防
監

人  ％  円 円
1 0.5 362,900 444,900

（元年度支給割合）
期末手当     勤勉手当    

2.60月分 1.85月分
(　　　1.45)月分 　(　　　0.90)月

（注）１
2

  人事評価が試行中のため昇給へ反映していない

菊池広域連合
１人当たり平均支給額（令和元年度）

1,353千円

(3)　特殊勤務手当（令和2年4月1日現在）
支給実績（令和元年度決算） 7,154千円
支給職員１人当たり平均支給年額（令和元年度決算） 50,734円
職員全体に占める手当支給職員の割合（令和元年度） 69.5%

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置
役職加算　5～15%

（注）

  人事評価が試行中のため勤勉手当へ反映していない

(2)　地域手当（令和2年4月1日現在）

左記職員に対す
る支給単価元年度決算

消防及び救急出動
手当

火災、災害、人命救助及
び救急業務に出動した
職員

火災、災害、人命救助及
び救急業務の出勤時

千円
　1回　　250円

7,154

手当の種類（手当数） 2
手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績

火葬手当 菊池・大津火葬場で火葬
業務に従事する職員

火葬業務に従事する職
員

千円
月額　5,000円

0



(4)　時間外勤務手当

５　特別職の報酬等の状況（令和2年4月1日現在）

支給実績（元年度決算） 34,525千円
職員１人当たり平均支給年額（元年度決算） 186千円

（注） 　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（令和元年度
決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時
間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含
む。

扶養手当

○配偶者、60歳以上の父母・祖父
母、22歳までの孫、弟・妹、重度心身
障害者：1人につき 6,500円
○子：1人につき 10,000円
○加算措置：満15歳に達する日後の
最初の4月1日から満22歳に達する日
以後の最初の3月31日までの間にあ
る子1人につき5,000円を加算

同 -

千円 円

30,144 247,078

(5)　その他の手当（令和2年4月1日現在）

手当名 内容及び支給単価
国の制
度との
異同

国の制度と異な
る内容

支給実績
（元年度決

算）

支給職員１
人当たり平
均支給年額

通勤手当

交通機関等利用者：運賃に応じ、月
額55,000円を限度として支給
自家用車利用者：通勤距離に応じ、
月額31,600円を限度として支給

同 -

千円 円

13,806 71,532

住居手当

借家・借間住居者：月額16,000円を超
える家賃を負担する職員に対し、家
賃の額に応じ、月額28,000円を上限と
して支給

同 -

千円 円

17,084 334,986

休日勤務手当
休日に勤務した職員に通常の時間単
価に100分の125から100分の150まで
の範囲内を乗じた額

同 -
千円 円

44,228 442,276

管理職手当

事務局長及び消防長の職にある者：
50,000.円、事務局次長及び消防本部
次長の職にある者：45,000円、本部の
課長、署長及び事務局の課長の職に
ある者40,000円、副署長の職にある
者：37,000円

同 -

千円 円

6,756 482,571

区分 広域連合長 副広域連合長 議　長 副議長 議　員

夜間勤務手当
午後10時から翌日の午前5時までの
間に勤務する職員に対し、通常の時
間単価に100分の25を乗じた額

同 -
千円 円

8,029 52,479

期末手当 支給なし
報酬年額 50,000円 43,000円 40,000円 37,000円 36,000円



６　職員数の状況

20 24 28 32 36 40 44 48 52 56
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

23 27 31 35 39 43 47 51 55 59

3 21 29 29 27 17 14 15 16 16 16 0

(2) 職員数の推移

派遣職員を含みます。

(3) 関係市町等の派遣職員数

(4) 採用職員と退職職員

７　職員の分限及び懲戒処分者数

８　職員の研修の状況

９　職員の福祉及び利益の保護の状況

(1)　年齢別職員構成の状況（令和元年4月1日現在）

区　分
(年齢)

20
未
満

60
以
上

計

職員数 203

（単位：人・％） 
年度

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年
過去５年間
の増減数部門別

一般行政 17 17 17 18 18 18 1(5.8％)
198 13(7.0％)

（注）

（単位：人）
市町名 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年

消防 185 185 187 189 195

菊池市 4 4 4 4
合志市 4 4 4 4

1
合計 13 13 13 13

大津町 2 2 2 2
菊陽町 2 2 2 2

採用者数(A) 退職者数(B) (A)－(B)
8人 5人 3人

環境保全組合 1 1 1

（注） 採用者数は令和2年4月1日採用者、退職者数は平成31年4月1日～令和2年3月31
日の退職者数である。

分限処分者 懲戒処分者
免職 休職 降任 降級 計

0 0 1 0 1
（注）１ 分限処分は、職員がその職責を十分に果たすことができない場合に行われる処

分で、公務能率の維持を目的としてなされます。

免職 停職 減給 戒告 計
0 0 0 0 0

団体等主催
法制執務、契約事務、ハードクレーム研修
等

（延べ）81人

(1)公務災害の発生状況(令和元年度)
公務災害 通勤災害 合計

2 懲戒処分は、職員の一定の義務違反に対する道義的責任を問うための処分で、
公務における規律と秩序を維持することを目的としてなされます。

区分 研修名 受講者数
連合主催 ハラスメント研修 157人

勤務条件に関する措置の要求状況 0件
不利益処分に関する不服申し立ての状況 0件

1件 0件 1件

(2)公平委員会事務の報告状況(令和元年度)
区分 件数


